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▽▼さかた農業お役立ち情報 第 46 号（2020 年 3 月 31 日） 

-------------------------------------------------------- 

早いもので、本メールマガジンも今年度最後の配信となりました。 

皆さまにとって有益な情報をお届けできていたとすれば、メンバー 

一同嬉しい限りです。来年度も引き続き、ホットな情報をお届けで 

きるように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた 

します。 

（担当Ｃ,H） 

-------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------- 

【1．新型コロナウィルス被害者に向けた農業制度資金の無利子融資について】 

新型コロナウィルス感染症により農業経営に被害を受けた農業者の方に向けた、

農業制度資金の実質無利子・無担保融資が始まります。 

セーフティネット資金・スーパーL 資金・経営体育成強化資金の当初五年間の実

質無利子化の他、中小企業向けの新型コロナウィルス特別貸付等、複数の措置が

ありますので、詳しくは下記ホームページをご参照願います。 

〇日本政策金融公庫 HP 

https://www.jfc.go.jp/ 

〇新型コロナウィルス感染症に係る特例措置について 

https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200311a.pdf 

〇新型コロナウィルス感染症特別貸付について 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsu

murishika.pdf 

-------------------------------------------------------- 

【2．新型コロナウィルス感染症の発生に係る既貸付金の償還猶予について】 

農業近代化資金、農業改良資金、就農支援資金及び県単独資金について、新型コ

ロナウィルス感染症により経営に被害を受けた方は償還猶予を受けることがで

きます。 

償還条件の緩和には事前に承認が必要ですので、まずは各融資機関へのご相談

をお願いいたします。 

https://www.jfc.go.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200311a.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf


-------------------------------------------------------- 

【3．さかた農産物ブランド化チャレンジ事業について】 

園芸作物の導入や生産コストの低減、省力化等の取り組みに対して補助しま

す。 

○対象／2 戸以上の生産者団体もしくは農業法人（団体）または認定農業者

（個人） 

○補助内容／園芸施設整備や機械の導入にかかる費用 

○補助金額／上限 100 万円（団体）、上限 50 万円（個人）経費の 2 分の 1

以内（水田での取り組み）、経費の 3 分の 1 以内（畑地・果樹園・その他での

取り組み） 

○申し込み期限／4 月 1 日（水）から 5 月 1 日（金）まで 

○申し込み／酒田市農政課複合経営振興係 

○問い合わせ／酒田市農政課複合経営振興係（電話：0234-26-5752） 

-------------------------------------------------------- 

【4．「スマート農業実践研修会」受講者募集について】 

ICT（情報通信技術）を活用した稲の現状把握や経験値ではない土壌、気象、作

業時期など、データに基づくスマート農業の手法を学べる研修会の受講者を募

集しています。 

○日時／令和 2 年 4 月 7 日（火）から 11 月 17 日（火） 

※月 1 から２回、火曜 13 時 30 分から、全 10 回開催 

○場所／スマート農業研修センター（酒田市大宮町四丁目 9 番 3 号） 

○対象／水稲を営む農業者等 

○定員／先着 20 人 

○受講料／無料 

〇申し込み／以下 URL から参加申込書をダウンロードし、4 月 3 日（金）まで

市農政課米政策推進係へ提出 

http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/nogyo/nosanbutsu/nogyoinfosais

hin.html 

○問い合わせ／市農政課米政策推進係（電話：26-5751） 
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発行元：酒田市農林水産部農政課 

 

☆ 酒田市の農業に関するホームページ 

 http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/nogyo/index.html 

 

◇ メール内のリンク先へのアクセスに起因する通信料の増大や被害等に 

  ついては、発信者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

◇ メールマガジンへの配信登録、アドレス変更、配信停止はこちらの 

  メールに返信してください。 
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